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155読者への手引き

　本書に収められた10の統計表は、主要国グルー
プ同様、国および地域レベルの人間開発の主要な
側面を概観する。この統計表には、テクニカルノ
ートの１～４で詳述した方法を用いて人間開発報
告書室によって推計された合成指標が含まれる。
統計表のデータは、特にことわりのない限り、
2011年5月15日に人間開発報告書室（HDRO）が
入手できたものを用いた。
　それぞれの統計表には、香港特別行政区やパレ
スチナ占領地域を表記するように、できる限り多
くの国連加盟国のデータが含まれている。しかし、
データの有効性は、国がカバーする人間開発指数
（HDI）が左右する。そこで、信頼に足るデータ
が入手できなかったり、データの妥当性に著しい
疑問があったりする場合、人間開発報告書（HDR）
の信頼性を保証するためにこれらの国々は集計か
ら除外することとした。
　国および地域は、2011年のHDI値によってラン
クされる。本報告書の巻末に掲載した「各国のラ
ンク」は、HDIランクをあいうえお順で一覧表と
した。
　すべての指標はオンライン（http://hdr.undp.
org/en/statistics）上の個別フォーマットで利用
でき、それはインタラクティブなツール、HDIの
すべてのマップ、厳選されたアニメーション、国
の概況報告など記述資料、そして指標算出の手引
きが含まれている。また、これらの資料は、フラ
ンス語、スペイン語でも利用できる。

出典と定義

　人間開発報告書室は、一義的には統計の利用者
であって制作者ではない。人間開発報告書室は特
定の指標に関わる国際データを収集・蓄積するう

えで、権限と情報および知見をもつ国際機関に依
存している。通常のデータ提供者から特定のデー
タが得られない場合は、信頼できる他の情報源か
らデータを得て使用している。
　指標や元データの構成要素の出典は、巻末の参
考文献リストに完全な形で、各表末に明示してい
る。指標に関する詳細な技術的情報については、
データの出所である機関のウェブサイト（http://
hdr.undp.org/en/statistics.）を参照してほしい。

過去の人間開発報告書との経年比較

　国際的データ機関は自らのデータ系列、つまり、
HDI値やランクといったデータを継続的に改善し
ているので、本報告書にあるデータと以前に出版
されたデータは比較できない。HDIについては、
1980年から2011年にかけて5年ごとに算出される
一貫したデータによる傾向は、表２に示されてい
る。

国家推計と国際推計の不一致

　国際機関は経年データの集計に際し、国際比較
を可能とするための国際標準化と整合化の手順を
踏む。ある国のデータが欠けている場合、他の関
連情報が得られれば国際機関は推計を取ることが
ある。あるいは、国際的な経年データに直近の各
国データが含まれていない場合もある。このよう
な要因により、国際推計と国家推計の間にかなり
の相違が表れることもある。人間開発報告書室が、
この不一致に気づいたときは、国のデータおよび
国際データを取扱う機関に注意を喚起する。
　人間開発報告書室は今後とも国際データの改善
を働きかけ、データの質的充実への努力を積極的
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凡例

「2005-2011」のように２つの年号をダッシュでつ
ないである場合は、特にことわりのない限り、そ
のデータが同期間内で入手できる最新のものであ
ることを意味している。成長率は通常、その期間
を通じた年平均成長率である。
「2005/2011」のように２つの年号をスラッシュで
つないである場合は、特にことわりのない限り、
そのデータが期間を通じた平均値である。
　統計表内の記号の意味は次の通り。
　..　データなし
　0または0.0　「ゼロ」または「ほぼゼロ」
　̶　該当せず
　＜　未満

に支援する。

各国の分類と集成

国家レベルのデータに加え、いくつかの人口加重
集成値も提示されている。原則として集成値を記
載したのは、少なくともグループ内の半数以上の
国々のデータが得られ、かつ分類の中で利用でき
る人口の３分の２を表している場合である。各分
類のための集成は、特に断りのない限り、データ
が使える国だけのものである。集成値が加重平均
値でなく第一次資料のデータとなっている場合も
ある。その場合は数値に「T」を付した。

◆人間開発の分類
　人間開発指数（HDI）の分類は、さまざまな国々
をカバーするHDIの分布の四分位に基づき、HDI
最上位国、HDI上位国、HDI中位国、HDI低位国
と表示されたものに相対している。総数が187か
国あるので、4つのグループは同じ数ではなく、
HDI最上位国、HDI上位国、HDI中位国は、47か
国で、HDI低位国は46か国となっている。

◆国々の分類
　国々はUNDPの地域分類に基づきグループに分
けられる。他のグループ分けは後発開発途上国や
小島嶼開発途上国という国連の分類に基づいてい
る。各々の地域の構成は、「地域」として表記さ
れる。

国に関する注記

　中国のデータは、特にことわりのない限り、香
港特別行政区、マカオ特別行政区、台湾省を含ま
ない。また、南スーダンを含むスーダンのデータ
は特にことわりのない限り、北部で得られた情報
に基づく場合が多い。
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アイスランド 14
アイルランド 7
アゼルバイジャン 91
アフガニスタン 172
アラブ首長国連邦 30
アルジェリア 96
アルゼンチン 45
アルバニア 70
アルメニア 86
アンゴラ 148
アンティグア・バーブーダ 60
アンドラ 32
イエメン 154
イスラエル 17
イタリア 24
イラク 132
イラン 88
インド 134
インドネシア 124
ウガンダ 161
ウクライナ 76
ウズベキスタン 115
ウルグアイ 48
英国 28
エクアドル 83
エジプト 113
エストニア 34
エチオピア 174
エリトリア 177
エルサルバドル 105
オーストラリア 2
オーストリア 19
オマーン 89
オランダ 3
ガーナ 135
カーボヴェルデ 133
ガイアナ 117
カザフスタン 68
カタール 37
カナダ 6
ガボン 106
カメルーン 150
ガンビア 168
カンボジア 139
ギニア 178
ギニアビサウ 176
キプロス 31
キューバ 51
ギリシャ 29
キリバス 122
キルギス 126
グアテマラ 131
クウェート 63
グルジア 75
グレナダ 67
クロアチア 46
ケニア 143
コートジボワール 170
コスタリカ 69
コモロ 163
コロンビア 87
コンゴ共和国 137
コンゴ民主共和国 187

サウジアラビア 56
サモア 99
サントメ・プリンシペ 144
ザンビア 164
シエラレオネ 180
ジブチ 165
ジャマイカ 79
シリア 119
シンガポール 26
ジンバブエ 173
スーダン 169
スイス 11
スウェーデン 10
スペイン 23
スリナム 104
スリランカ 97
スロバキア 35
スロベニア 21
スワジランド 140
セーシェル 52
赤道ギニア 136
セネガル 155
セルビア 59
セントクリストファー・ネーヴィス 72
セントビンセント・グレナディーン 85
セントルシア 82
ソロモン諸島 142
タイ 103
韓国 15
タジキスタン 127
タンザニア 152
チェコ 27
チャド 183
中央アフリカ 179
中国 101
チュニジア 94
チリ 44
デンマーク 16
トーゴ 162
ドイツ 9
ドミニカ国 81
ドミニカ共和国 98
トリニダード・トバゴ 62
トルクメニスタン 102
トルコ 92
トンガ 90
ナイジェリア 156
ナミビア 120
ニカラグア 129
ニジェール 186
日本 12
ニュージーランド 5
ネパール 157
ノルウェー 1
バーレーン 42
ハイチ 158
パキスタン 145
パナマ 58
バヌアツ 125
バハマ 53
パプアニューギニア 153
パラオ 49
パラグアイ 107

バルバドス 47
パレスチナ占領地域 114
ハンガリー 38
バングラデシュ 146
東ティモール 147
ブータン 141
フィジー 100
フィリピン 112
フィンランド 22
ブラジル 84
フランス 20
ブルガリア 55
ブルキナファソ 181
ブルネイ 33
ブルンジ 185
米国 4
ベトナム 128
ベナン 167
ベネズエラ 73
ベラルーシ 65
ベリーズ 93
ペルー 80
ベルギー 18
ポーランド 39
ボスニア・ヘルツェゴビナ 74
ボツワナ 118
ボリビア 108
ポルトガル 41
香港 13
ホンジュラス 121
マケドニア（旧ユーゴスラビア） 78
マダガスカル 151
マラウイ 171
マリ 175
マルタ 36
マレーシア 61
ミクロネシア 116
南アフリカ 123
ミャンマー 149
メキシコ 57
モーリシャス 77
モーリタニア 159
モザンビーク 184
モルディブ 109
モルドバ 111
モロッコ 130
モンゴル 110
モンテネグロ 54
ヨルダン 95
ラオス 138
ラトビア 43
リトアニア 40
リビア 64
リヒテンシュタイン 8
リベリア 182
ルーマニア 50
ルクセンブルク 25
ルワンダ 166
レソト 160
レバノン 71
ロシア 66
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注）
ａ　データは2011年、あるいは入手できる直近のものによる。
ｂ　UNESCO（2011）のデータを基にHDROがアップデート。
ｃ　最新アップデート以前のスイスと同じ平均就学年とした。
ｄ　PPP（購買力平価）を用いて推計し、スイスの成長率を見積もった。
ｅ　シンガポール教育省の算出。
ｆ　最新アップデート以前のスペインと同じ平均就学年とした。
ｇ　PPPを用いて推計し、スペインの成長率を見積もった。
ｈ　クロスカントリー回帰分析を基にした。
ｉ　世界銀行（2010）の世帯調査から得られた成人就学年数を基にした。
ｊ　UNESCAP(2011)と UNDESA(2011)に基づき成長率を見積もった。
ｋ　世界銀行の未公表の推計を基にした。
ｌ　 PPP見積りは、クロスカントリー回帰分析を基にした。これはECLAC(2011)に基づ
く成長率を見積り、さらにUNDESA(2011)が成長率を見積もった。

ｍ　UNESCO(2011)を基に、教育達成分布を見積もる。
ｎ　IMF(2011)の購買力平価データに基づく。
ｏ　EBRD(2011)とUNDESA(2011)に基づき成長率を見積もった。
ｐ　世界銀行(2011ｂ)を基にした。
ｑ　OECD他(2011)とUNDESA(2011)に基づき成長率を見積もった。
ｒ　UNICEF（2000-2010）のデータに基づく。
ｓ　ADB(2011)に基づき成長率を見積もった。
ｔ　UNESCWA(2011)とUNDESA（2011）に基づき成長率を見積もった。
ｕ　初等・中等教育のみに注目し、UNESCO統計研究所が推計した。
ｖ　ADB(2011)とUNDESA(2011)に基づき成長率を見積もった。
ｗ　ICF Macro(2011)のデータに基づく。

定義）
人間開発指数（HDI）　長寿で健康な生活、知識、人間らしい生活水準といった人間開
発の３つの基本次元における平均達成度を測る指標。指数の算出方法については「テ
クニカルノート１」を参照。
出生時余命　現時点における年齢別死亡率のパターンが終生にわたって続くものとし
て、新生児に見込まれうる寿命年数。
平均就学年数　25歳以上の人々が受けた学校教育の平均年数。各教育レベルの理論
的な習得機関に基づき、人口の教育修了レベルが就学年数に換算される。
就学予測年数　現時点の年齢別就学率のパターンが該当期間を通じて続くものとし
て、入学年齢にある子どもに見込まれうる就学年数。
1人当たり国民総所得（GNI）　１国の総所得とはその国の生産、および生産物のさま
ざまな要素の所有権から生まれたものから、世界のほかの国が所有している生産物の
要素を使うことで支払う部分を引き、年央人口によって割って、国際ドル価による
PPPで換算される。
1人当たりGNIランクマイナスHDIランク　1人当たりGNIによるランクとHDIのランクの
違い。マイナス表示の値は、その国がHDIによるランクよりGNIによるランクの方が良
いことを意味する。
非所得HDI値　平均余命と教育の指標のみで算出された人間開発指数の値。

主なデータ源）
第1列　HDROがUNDESA(2011)、Barro and Lee(2010b)、UNESCO統計研究所（2011）、世
界銀行(2011a)、UNSD(2011)、IMF(2011)のデータを基に算出した。
第2列　UNDESA(2011)。
第3列　Barro and Lee(201b)がUNESCO統計研究所の教育達成に関する調査(2011）と
Barro and Lee(2010ａ)の方法論で見積もったものをHDROがアップデートした。
第4列　UNESCO統計研究所（2011）。
第5列　HDROが世界銀行(2011a)、IMF(2011)、UNSD(2011)のデータを基に算出した。
第6列　第1列と第5列のデータを基に算出した。
第7列　第2、3、4列のデータを基に算出した。

人間開発指数と構成要素

163統計諸表

人間開発指数の動向　1980－2011



164 人間開発報告書 2011
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注）
ａ　正の値は、ランクが改善したもの。
ｂ　グループ、あるいは地域の中の国の半数以下のデータに基づいた。

定義）
人間開発指数（HDI）　長寿で健康な生活、知識、人間らしい生活水準といった人間開
発の３つの基本次元における平均達成度を測る指標。指数の算出方法については「テ
クニカルノート１」を参照。

主なデータ源）
第1－７列　UNDESA(2011)、Barro and Lee(2010b)、UNESCO統計研究所（2011）、世界
銀行(2011a)、UNSD(2011)、IMF(2011)のデータを基にHDROが算出した。
第8－12列　関連する年のHDI値のデータを基に算出した。

人間開発指数の動向　1980－2011
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不平等調整済み人間開発指数
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主なデータ源）
第1列　UNDESA(2011)、Barro and Lee(2010b)、UNESCO統計研究所（2011）、世界銀行
(2011a)、IMF(2011)のデータを基にHDROが算出した。
第2列　テクニカルノート2の方法論を用いて、第5、7、9列の値の幾何平均として算
出した。
第3列　第1および2列のデータを基に算出した。
第4列　第2列のHDIランクとデータを基に算出した。
第5、７、9列　テクニカルノート2の方法論を用いて、UNDESAの生命表、ルクセンブ
ルク所得研究所、EUの所得と生活条件調査、世界銀行の国際所得分配データベース、
さらには国連児童基金の多重指標クラスター調査、ICFマクロ人口保健調査、国連の
WHO世界保健調査、国連大学の世界開発経済研究所による世界所得の不平等調査な
どを基にHDROが算出した。
第6列　第5列のデータと未調整の出生時平均余命指数を基に算出した。
第8列　第７列のデータと未調整の教育指数を基に算出した。
第10列　第9列のデータと未調整の所得指数を基に算出した。
第11、12列　世界銀行（2011b）。

注）
ａ　 ランクの変動は不平等調整済み人間開発指数（IHDI）が算出されている国々に基
づいている。

ｂ　一定期間中で入手可能なもののなかで直近のデータによった。
ｃ　グループ、あるいは地域の中の国の半数以下のデータに基づいた。

定義）
人間開発指数（HDI）　長寿で健康な生活、知識、人間らしい生活水準といった人間開
発の３つの基本次元における平均達成度を測る指標。指数の算出方法については「テ
クニカルノート１」を参照。
不平等調整済み人間開発指数（IHDI）　人間開発の３つの基本次元における不平等を
考慮した人間開発指数の値。指数の算出方法に関しては「テクニカルノート２」を参照。
総合損失　人間開発における潜在的な損失は不平等に起因し、HDIとIHDIの差異の割合
として算出される。
不平等調整済み平均余命指数　予期される余命に不平等を調整した平均余命指数で、
主なデータ源から参照できる生命表に基づいた。
不平等調整済み教育指数　就学年数分布における不平等を調整した教育指数で、主
なデータ源から参照できる世帯調査のデータに基づいた。
不平等調整済み所得指数　所得分布における不平等を調整した所得指数で、主なデ
ータ源から参照できる世帯調査のデータに基づいた。
五分位所得比　人口のうち、もっとも裕福な20％の平均所得の、もっとも貧しい20％
の平均所得に対する比率。
所得のジニ係数　国内の個人または世帯間の所得（あるいは消費）分配に関して、完
全に平等な分配からの偏差を示す指数。もっとも貧しい個人または世帯を始点とする
累計数と、そのそれぞれの合計所得のパーセント分くらいからローレンツ曲線がプロ
ットされる。ジニ係数は、その曲線と絶対的平等の仮定直線との開きを測るもので、
仮定直線の下にある最大面積のパーセントで表される。係数が０が完全な平等で、
100が完全な不平等を表す。

不平等調整済み人間開発指数
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ジェンダー不平等指数と関連指標
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ジェンダー不平等指数と関連指標
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国会における議席数　下院、上院など各国の国会において、総議席数に占める女性議
員の割合。
少なくとも中等教育を受けた人数　25歳以上の人たちの中で、少なくとも中等教育を
受けた割合。
労働力参加率　労働年齢人口のうち、就労または積極的に求職活動をおこない労働市
場に積極的に参加している割合。
避妊普及率（いかなる方法でも）　生殖年齢（15-49歳）に該当する女性のうち、近代
的な方法であれ、伝統的な方法であれ、何らかの避妊法を用いている割合。
最低1度は産科を訪れる　妊娠中に最低1度は、無事に出産するため、専門技術者に妊
婦管理の相談を受けている割合。

主なデータ源）
第1、2列　UNICEF(2011)、UNDESA（2011）、IPU(2011)、Barro and Lee(2010b)、
UNESCO(2011)、ILO(2011)のデータを基にHDROが算出した。
第3列　WHO、UNICEF、UNFPAおよび世界銀行(2010)。
第4、13列　UNDESA(2011)。
第5列　IPY(2011)。
第6、7列　Barro and Lee(201b)がUNESCO統計研究所の教育達成に関する調査(2011)と
Barro and Lee(2010ａ)の方法論で見積もったものをHDROがアップデートした。
第8、9列　ILO(2011)。
第10-12列　UNICEF(2011)。

注）
ａ　2010-2015までの年平均。
ｂ　一定期間中で入手可能なもののなかで直近のデータによった。
ｃ　計算の分母は下院の投票メンバーのみ。
ｄ　UNESCO統計研究所（2011）。
ｅ　指定されたもの以前の年のデータによる。
ｆ　ジェンダー不平等指数を算出するため、数値は0.1％を用いた。
ｇ　医師、看護師、助産婦以外の医療従事者の組織による出産も含めた。
ｈ　データは2010年。
ｉ　2010年には1人の女性も選ばれなかった。しかし、1人閣僚に任命された。
ｊ　2011年2月13日、国軍最高会議により人民議会および諮問評議会は解散された。
ｋ　議会は2008年12月のクーデター直後に解散された。

定義）
ジェンダー不平等指数　人間開発の3つの次元であるリプロダクティブ・ヘルス、エ
ンパワーメント、労働市場における男女間の不平等による達成の損失を測る合成指数。
詳細と指数の算出の方法は「テクニカルノート３」を参照。
妊産婦死亡率　ある年における無事に出産した妊婦と亡くなった妊婦の比率。出生10
万人当たりの数字で表したもの。
15-19歳の女性の出産率　15-19歳の女性による出産を、同年齢の女性1000人当たりの
数字で表したもの。

ジェンダー不平等指数と関連指標

175統計諸表
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戸,しっかり保護された手掘りの井戸や泉、雨水の集めたもの、瓶詰めされた水（あま
り良くない原泉でも改善されているもの）などを指す。しかし、保護されていない井
戸や泉、小さなタンクやドラム缶に入れられて運ばれた水、瓶詰めされた水（あまり
良くない原泉で改善されていないもの）、あるいは河川や池、流れ、湖やダム、さら
には違法な手段で手に入れた表層水は含まれない。
改善された公衆衛生が欠乏している多次元貧困の割合　改善された公衆衛生施設を
使えない多次元貧困にある人たちの割合。改善された衛生施設とはミレニアム開発目
標で定義されたものを指し、水洗、浄化槽,換気が改善されたおとし便所、蓋つき堆
肥型トイレを含む。施設は、他の家庭あるいは広く大衆に開かれたものとは考えない。
現代的な燃料欠乏している多次元貧困の割合　現代的な燃料を使えない多次元貧困
にある人たちの割合。薪、木炭、家畜の糞などを炊事の燃料と使っている人たちは、
現代的な燃料を剥奪されているとみなす。
１日のPPPが1.25ドル以下の人たち　１日のPPPが1.25ドルという国際的な貧困ライン
以下で生活する人たちの割合。国のこの分野での権威が抵当と見なしたラインをその
国の貧困ラインとした。また国の見積もりは家庭調査から見積もられた人口加重の下
位集団を基にした。

主なデータ源）
第1、2列　ICFマクロ人口保健調査、国連児童基金(UNICEF)の複数指標クラスター調査、
および2000-2010のWHOの世界保健調査などによる家庭での剥奪に関するデータを基
に算出した。
第3-10列　第１列であげたさまざまな家庭調査から、教育、保健、生活水準に関する
家庭の剥奪を基に算出。
第11-12列　世界銀行（2011b）。

注）
ａ　 すべての指数がすべての国で使えるわけでもない、したがって、国をまたいでの
比較には注意が必要となる。データが欠けているところでは、指標のウェート付
けはトータルで100になるようにした。国の欠落したデータ詳細は、Alkire and 
others(2011)参照のこと。

ｂ　  Dは人口保健統計からのデータを示し、Mは多重標識クラスター調査からのデー
タを、さらにWは世界保健調査のデータ,Nは全国調査からのデータをそれぞれ示
している。

ｃ　一定期間中で入手可能なもののなかで直近のデータによった。
ｄ　上限見込み
ｅ　 下限見込み
ｆ　国の一部しか参照せず。

定義）
多次元貧困指数(MDI)　欠乏の強度を考慮した多次元貧困にある人口の割合。
多次元貧困状態にある人数　少なくとも33％の剥奪のスコアをつけられた人口の割合。
剥奪強度　多次元貧困の状態にある人たちによって体験された剥奪の平均割合。
貧困に弱い人数　剥奪の数値が20～ 33％である、多次元剥奪に苦しめられる危険性
のある人口の割合。
厳しい貧困にある人数　剥奪の数値が50％以上である深刻な多次元貧困にある人口
の割合。
清浄水が欠乏している多次元貧困の割合　少なくとも家から30分以内に清浄水を手に
入れることができない人口の割合。清浄水とはミレニアム開発目標で定義されものを
指し、家の中、敷地、庭などの水道、公共の蛇口、配水管、さらに掘削孔、掘抜き井

多次元貧困指数



178 人間開発報告書 2011

持続可能な環境保全

179統計諸表

持続可能な環境保全



180 人間開発報告書 2011

持続可能な環境保全

181統計諸表

持続可能な環境保全

注）
a 化石エネルギーと再生可能エネルギーのシェアの合計は100％より大きくなる場合がある
が、それは、国によっては消費する以上に電気を作り出し、余剰分を輸出しているからである。

b ある一定期間のなかで入手可能なもののなかで直近のデータによった。
c １％より小さい。
d ブラジル特有の一部の両生類のため、世界両生類アセスメント（GAA）のコーディネー
トチームやブラジルの両生類のエキスパートたちにとって、絶滅危惧リストの範疇に一
線を引くのは、もはや時間が足りない。ここで示されるものに含まれる両生類のデータ
は、2003年4月にブラジルで開かれたGAAで賛同を得たものである。しかし、後のGAAの
調査から、多くのアセスメントは、世界のほかの地域では受け入れられているアプロー
チと矛盾が生じる。したがて、ここで明らかにされた世界中の種のアセスメントのデー
タとは一致しないことがある。

定義）
調整済み純貯蓄　人的資本への投資、天然資源の減耗、汚染による損害を考慮に入れた
一国における貯蓄率で、国民総所得（GNI）比のパーセントで表される。負の値の調整済み
純貯蓄は、全体の富が減少しており、経済が持続不可能な道筋にあることを示している。
エコロジカル・フットプリント　一国が消費している資源に関して、その生産および排出
物の吸収に必要な生物的生産力をもつ陸海域の大きさ。国民１人当たりの所要面積とし
てha（ヘクタール）で表示される。
環境パフォーマンス指数　環境上の公衆衛生とエコシステムの持続力の双方をカバーす
る10の政策カテゴリーを横断する25の複合的な指標パフォーマンス指数である。
1次エネルギーの供給（化石エネルギー） 天然資源由来で（石炭や石油や天然ガスなど）
の地質学的過去におけるバイオマスからできたすべてのエネルギー供給の割合。
1次エネルギーの供給（再生可能エネルギー） 太陽光、風力、バイオマス、地熱、水力、海
洋資源、およびある種の廃棄物を含む、つねに再生できる自然のプロセスから生まれるエ
ネルギー供給の割合。
1人当りの二酸化炭素排出量　化石燃料を燃やしたり、ガスを燃やしたり、さらにはセメントを

作ったりすることから生じる人間が原因の二酸化炭素排出量を年中間地点での人口で割ったもの。
１人当り温室効果ガス排出量　メタン、亜参加酸化窒素、およびほかの温室効果ガスであ
る、ハイドロフルオロカーボンやパーフルオロカーボン、6フッ化硫黄の排出量を年央人口で
割ったもの。二酸化炭素排出量は含まれない。
都市汚染　直径10ミクロン（PM10）より小さな浮遊粒子という意味で、人工的なものであ
れ、自然発生的なものであれ呼吸器に入り込みやすい粒状物質濃度。データは10万人以上
が住む居住地域において、MP10レベルで加重平均した都市人口。見積り値は、毎年、都市
居住者が屋外の粒状物質に晒されている平均値を表す。
自然資源の枯渇　エネルギー、鉱物、および森林の枯渇の金銭的な補償金は国民総所得
（GNI）の割合として示される。
清浄水の取水　ある年の浄水の取水の総量は、再生可能な水資源の総量の割合として表される。
森林地域　5メートル以上の樹木で覆われた0.5ha以上の土地で、林地に対する樹冠面積
の割合が10％以上のもので、農林地、あるいは都市で使われているものは除く。
森林地域の変化　森林で覆われた地域の変化の割合。
絶滅寸前の種　生物の種（ほ乳類、鳥類、は虫類、両生類、魚類、無脊椎動物）は国際資源保護
連盟によって、決定的に絶滅に瀕しているもの、危ういもの、そして脆弱なものに分類されている。

主なデータ源）
第1、9列　世界銀行（2011a）。
第2列　Global Footprint Network（2010）。
第3列　Emerson and others（2010）。
第4、5列　IEA（2011）からの1次エネルギーの総供給量のデータを基にHDROが算出した。
第6、７列　Boden, Marland and Andres（2009）のデータを基にHDROが算出した。
第8列　世界銀行（2011a）のデータとUNDESA（2011）のでータを基にHDロが算出した。
第10列　世界銀行（2011a）のデータを基にHDROが算出した。
第11列　FAQ（2011a）。
第12および13列　FAQ（2011a）による森林および陸地区域の総計に関するデータを基にHDROが算出した。
第14列　IUCN（2010）。
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性肺疾患(30歳以上の大人）、あるいは、固形燃料により室内に満たされた煙による肺
がん（30歳以上の大人）が原因で亡くなった人たち。
屋外大気汚染での死者　屋外の大気汚染が原因で呼吸器感染症、肺がん、心臓血管
の疾患で亡くなった人たち。
マラリアが原因での死者　マラリアで亡くなった人たち。
デング熱での死者　デング熱、デング熱出血、デング熱ショックで亡くなった人たち。
荒地で生活している人たち　厳しい環境や劣悪な土地で生活している人たち。土地の
荒廃はバイオマス、水の量、生物多様性、そして範囲の面からも悪化が見込まれてい
る。

主なデータ源）
第1、2列　WHO(2011b)。
第3、4列　WHO災害疫研究共同センター（2011）とUNDESA(2011)。
第8列　WHO(2011b)。
第9列　WHO（2011）とUNDESA(2011)のデータを基にHDROが算出した。
第10列　FAO(2011b)。

注）
ａ　一定期間中で入手可能なもののなかで直近のデータによった。
ｂ　１より小さい。
ｃ　0.05より小さい。

定義）
発育阻害に苦しんでいる５歳未満の人数　2つの標準偏差を下回っているか、準拠集
団の対年齢身長比の中央値より低い５歳未満の人数。
衰弱に苦しんでいる５歳未満の人数　2つの標準偏差を下回っているか、準拠集団の
対年齢体重比の中央値より低い５歳未満の人数。
自然災害による死者の数　干ばつ、極端な気温、洪水、大衆運動、湿気の強い嵐、あ
るいは野火といった自然災害で死亡あるいは行方不明また解剖上死亡と認められた人
たち。
水の汚染で亡くなった人たち　水質のよくない水、公衆衛生、あるいは衛生状態が原
因で下痢で亡くなった人たち。
室内の空気汚染が原因での死者　急性の呼吸器感染（５歳未満の子ども）、慢性閉塞

人間開発の環境上の脅威への影響
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る。気温の上昇は人間の営みの結果だと考えるか？（地球温暖化や気候変動について
いくらか、あるいはよく知っていると答えた人に質問した）。
地球温暖化の脅威　あなたおよびあなたの家族にとって地球温暖化はどれほど深刻な
脅威となっているか。（地球温暖化や気候変動についていくらか、あるいはよく知っ
ていると答えた人に質問した）。
環境グループでの活動　過去に活動したことがあるか。環境を守るために働いている
グループや組織で積極的に活動したことが、これまであるか。
政府の排出削減への満足度合い　自動車や工場によって排出ガスを減少させるという
政府の政策に満足しているか、不満か。
環境保護の活動への満足度合い　自国における環境保護の活動に満足しているか、不
満か。
空気への満足度合い　都市あるいは自分の住んでいる地域で、空気の質に満足してい
るか、不満足か。
水質への満足度合い　都市あるいは自分の住んでいる地域で、水の質に満足している
か、不満足か。

主なデータ源）
第1-8列　Gallup（2011）。

注）
典型的な世界世論調査は、少なくとも無作為に選ばれた個人の1000以上の調査が含
まれている。大都市や特に関心の高い地域ではオーバーサンプリングした国もある。
加えて、中国やロシアのような大きな国では、サンプルは少なくとも2000回収された。
まれではあるが、500から1000のサンプルというサイズの場合もあった。品質管理責
任者は、的確なサンプルが選ばれ、的確な人が各世帯から選ばれたということを確認
している。報告されたデータは世界中の成人人口（15歳以上）の95％を代表するもの
であると、ギャロップの手法は保証している。詳細に関しては、ウェブサイト(http://
worldview.gallup.com/content/methodology.aspx)を参照のこと。
ａ　大変深刻、幾分深刻。
ｂ　一定期間中で入手可能なもののなかで直近のデータによる。

調査項目）
生活全般満足　一番下のステップが０で、一番上が10というはしごをイメージして欲
しい。はしごのてっぺんが最高の人生で、一番下が最悪ということである。より高い
ステップにいけば、より心地よい生活を送っていると仮定して、それでは、あなたは
現在、どちらのステップにいると感じているのか。どちらの方がしっくりくるか。
人間が地球温暖化を引起す　気温の上昇は地球温暖化あるいは気候変動の一部であ

満足できる生活状態と環境の認識
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３種混合ワクチンの予防接種を受けていない1歳児　ジフテリア、百日咳、破傷風の
３種混合ワクチンを接種していない1歳児の割合。
風疹の予防接種を受けていない1歳児　風疹の予防接種を受けていない1歳児の割合。
5歳未満の死亡率　出生から5歳までの間に死亡する可能性で、出生1000人当りで表す。
成人死亡率　15歳の人が60歳に至る前に亡くなる可能性で、成人1000人当りで表す。
HIV感染率　HIVに感染した15～ 24歳人たちの割合。
保健調整済み平均余命　けがや病気で、「完全な健康状態」なら生きられるはずだっ
た年月よりも生きた年月が短かった人たちも考慮にいれた平均余命。

主なデータ源）
第1-6列　UNESCO統計研究所(2011)。
第7、8、10、14列　WHO(2010a)。
第9、12、13列　UNICEF(2011)。

注）
ａ　 WHO(2007)の統計付録に記載された方法による。2007年の見積りは、世界疾病負
担(GBD)の2004年の見積りを考慮に入れて改訂しているので、WHO(2004)で公表さ
れた2004年のデータとは完全に比較するできるものとはいえない。

ｂ　一定期間中で入手可能なもののなかで直近のデータによった。

定義）
成人識字率　15歳以上の成人の中で、日常生活で読み書き、理解ができる人の割合。
総就学率　一定の教育レベル（初等、中等、高等）における総就学率で、年齢に関係
なく、ある教育レベルのための公式な就学年齢の割合として表した。
１教師当りの生徒数　初等教育の一定の学年における、教師に対する平均生徒数。
教育を訓練された教師　初等教育レベルの教育に必要な最低限度組織化された訓練
（勤務前でも勤務中でも）を受けた小学校教師の割合。

教育と保健
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で割ったもの。
海外直接投資の純フロー　自己資金、収益の送金、長期資金と短期資金の総額は、
国内総生産（GDP）の割合として表される。
政府開発援助純受取　譲許的条件（元本返済の純額）でおこなわれる貸付金の支出
と政府開発援助の被援助国リストのパート１に属する国と地域の経済発展と福利厚生
を促進する公的機関による補助金で構成されており、被援助国の国民総所得（GNI）
の割合で表される。
送金フロー　国際的な移民あるいは難民から母国、または以前住んでいた国の受取人
に対して送られた所得や物資は受取った国のGDPの割合として表される。
教育への公的支出　教育に関する公的支出の総計は（流動資産であれ資源であれ）
国内総生産（GDP）の割合として表される。
保健への総支出　公私にわたっての保健への支出の総額。これには保健のサービス（予
防や治療）、家族計画、栄養に関する活動、健康のための救急医療などへの対策が含
まれるが、水の衛生への対策は含まれない。

主なデータ源）
第1-4、および6と７列　UNDESA(2011)。
第5列　UNDESA(2010)。
第8-13列　世界銀行（2011a）。

注）
ａ　 都市あるいは大都市部の定義が国ごとに異なるので、国際間での比較には注意が
必要。

ｂ　一定期間中で入手可能なもののなかで直近のデータによった。
ｃ　スバールバル諸島およびヤンマイエン諸島を含む。
ｄ　クリスマス島、ココス（キーリング）諸島およびノーフォーク島を含む。
ｅ　オーランド諸島を含む。
ｆ　特定の年より以前のものによった。
ｇ　アガレガ諸島、ロドリゲス島、およびセント・ブランドンも含めた。
ｈ　 台湾は中国の属州として含まれ、香港やマカオは特別行政区として除外されてい
る。

定義）
総計　7月1日時点での国、地域、区域の現在の人口。
年平均成長　表示された期間における指数関数的成長率の年平均。
都市人口　7月1日の時点で各国と地域で使われる指標に応じて都市と分類された地域
に居住している人口。
中央値　人口を均等に2分割する年で、その年齢以上の上半分の50％と下の50％。
依存率　0～ 14歳までと65歳以上の人口の総計に対する15～ 64歳までの比率。
1人当りGDP　国際ドル建て購買力平価で示された国内総生産（GDP）を人口の中央値

人口と経済



199テクニカルノート

テクニカルノート

人間開発指数の算出―その図式化

不平等調整済み
人間開発指数（IHDI）

知識

就学予測年数平均就学年数

教育指数平均余命指数

人間開発指数（HDI）

出生時平均余命

GNI指数

１人当たりGNI
（米ドル建て購買力平価）

次元

指標

次元指数

長寿で健康な生活 人間らしい生活水準人間開発指数（HDI）

知識長寿で健康な生活 人間らしい生活水準

就学予測年数平均就学年数

教育指数平均余命指数

不平等調整済み人間開発指数（IHDI）

出生時平均余命

所得／消費

１人当たりGNI
（米ドル建て購買力平価）

保険 教育

就学者数 トイレ就学年数

就学率貧困の強度

多次元貧困指数（MPI）

炊事用燃料

生活水準

栄養 子どもの死亡 水 電気 床 資産

次元

指標

貧困指数

多次元貧困指数（MPI）

次元

指標

次元指数

保険 エンパワーメント

国会議席の
男女比率

中等教育修了の
男女人口

男女労働力
参加率

女性労働
市場指数

労働市場

妊産婦
死亡率

15-19歳の
女性1,000人
当たりの
出生率

次元

指標

ジェンダー
不平等指数（GII）

ジェンダー不平等指数（GII）

女性エンパワーメント指数

女性ジェンダー指数 男性ジェンダー指数

男性労働
市場指数

男性エンパワーメント指数女性リプロダクティブ
ヘルス指数

次元指数

不平等調整済み
教育指数

不平等調整済み
平均余命指数

不平等調整済み
所得指数

不平等
調整済み
指数
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テクニカルノート1　
人間開発指数の算出

　人間開発指数（HDI）は人間開発を要約した指
標であり、長寿で健康な生活、知識へのアクセス、
人間らしい生活水準という、人間開発の3つの基本
的な次元における各国の平均達成度測る。HDIは、
各次元における達成度を測る標準化指数の幾何平
均である。方法とその論拠の全な精緻化のために
は、Klugman、Rodriguez、Choi（2011）を参照し
てほしい。このテクニカルノートではHDI、データ
源、および、よく所得を表す方法論として用いられ
るステップを記している。

HDIを見積もる工程

　HDIを算出する2つの方法をあげる。

ステップ1　次元指数の創出
　指標を0～ 1の指数に転換するには、最小値と最
大値（ゴールポスト）を特定する必要がある。最大
値は1980－2011年の時系列での最も高い測定値。
最小値は生存に必要な最小限の水準を表す値が用
いられる。最小値は平均余命が20年、教育は両指
数とも0年、1人当たり国民総所得（GNI）は100ド
ルと設定される。所得の低い値は、公式データで
は捉えられない最小値に近い国では、未測定な自
給自足と非市場生産物のかなりの量によって正当
化することができる。

　最小値と最大値を特定したうえで、副次指数が
以下のように算出される。

次元指数＝
実際値－最小値
最大値－最小値

・ ⑴

　教育に関しては、「数式1」が2つの副次指数のそ
れぞれに適用され、算出された指数の幾何平均が
計算される。そして最後に、その幾何平均に再び「数
式1」が適用される。最小値を0とし、最大値は該
当期間の指数の幾何平均の最大値となる。これは、
2つの副次指数の幾何平均に「数式1」を直接あて
はめた場合と同じ結果となる。
　2つの次元指数は、それぞれの次元における能力
を表すものであるため、所得から能力への変換関
数は凹関数となるはずである（Anand and Sen 
2000）。したがって、所得に関しては、最小値と最
大値の自然対数が用いられる。

ステップ2　副次指数を集成して人間開発指数（HDI）
を算出する

　HDIは3つの次元指数の幾何平均である。
　　　 （ILife 1/3 . IEducation 1/3 . IIncome 1/3）. ⑵

平均余命指数＝ 75.2－20
83.4－20 ＝ 0.870

平均就学年数指数＝ 5.5－0
13.1－0 ＝ 0.478

就学予測年数指数＝ 10.4－0
18－0 ＝ 0.576

教育指数＝  0.478・0.576－0
0.978－0 ＝ 0.503

所得指数＝
ln（2,805）－ln（100）

ln（107,721）－ln（100）＝ 0.478

次元 確認された最大値 最小値
平均余命 83.4

（日本，2011年）
20.0

平均就学年数 13.1
（チェコ，2005年）

0

就学予測年数 18.0
（上限）

0

複合教育指数 0.978
（ニュージーランド）

0

１人当たり所得
（米ドル建て購買力平価）

107,721
（カタール，2011年）

100

本報告書における人間開発指数（HDI）の最小値と最大値

例：ベトナム
指数 値
出産時平均余命（年） 75.2
平均就学年数（年） 5.5
就学予測年数（年） 10.4
１人当たりGNI（米ドル建て購買力平価） 2,805
注：数値は四捨五入後のもの
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欠測値を見積もる

　4つの指数のうち1つ欠測している、わずかな国々
のために、HDROは国際的な回帰モデルを使って、
欠測値を推計することでギャップを埋めている。使
用されたこれらのモデルの詳細については、以下の
ウェブサイト（http://hdr.undp.org/en/statistics/
understanding/issues/）で、ご覧いただける。
　本報告書ではPPP換算率は、キューバ、パレス
チナ占領地区、パラオの3か国から推計、就学予測
年数は、バルバドス、ハイチ、モンテネグロ、シン
ガポール、トルクメニスタンの5か国によって推計、
平均就学年数はアンティグア・バーブーダ、エリト
リア、グレナダ、キリバス、セントクリストファー・
ネーヴィス、セントルシア、セントビンセント・グ
レナディーン、バヌアツの8か国から推計した。こ
れによって、2011年のHDIの総国数は2010年の169
か国から187となった。2011年の所得値を得るため、
IMFが予測した定数項に基づくGDPの成長率は最
新のGNI値に適用している。

テクニカルノート2．
不平等調整済み人間開発指数の算出

　不平等調整済み人間開発指数（IHDI）は、各次
元の分布における国民間の不平等を考慮して人間
開発指数（HDI）に調整を加えるものである。この
考え方は、アトキンソン（Atkinson）の不平等指標
系をふまえて、Foster, López-Calva and Székely
（2005）が提案した分配感応的合成指数類に基づい
ている。IHDIは幾何平均の幾何平均として算出さ
れ、各次元における国民間の分布状態について個
別に計算される（詳細はAlkire and Foster 2010を
参照）。IHDIは、各次元の平均値をそれぞれの不平
等度に従って「割り引いた」HDIである。国民の間
に不平等が存在しなければIHDIはHDIと等しくな
るが、不平等度が高まるとともにHDIより下がって
いく。この意味において、IHDIは実際の人間開発

人間開発指数＝ 3   0.870・0.503・0.478＝ 0.593

データ源
●  出生時平均余命：UNEDSA（2011）
●  平均就学年数：HDROは、Barro and Lee（2010a）
の中で解説されている方法論を用い、教育の達
成に関するデータ（http://stats.uis.unesco.org/
unesco）を基に、更新している（http://hdr.
undp.org/en/statistics/）。

●  就学予測年数：UNESCO Institute for Statistics
（2010a）
●  1人当たり国民総所得（GNI）：世界銀行（2011a）、
IMF（2011）、UNSD（2011）、UNDESA（2011）

所得を表すための方法論

　国民総所得（GNI）は、従来、1単位期間（1年）
で表わされる。GNIを時系列で比較できるようにす
るためには、期間から定数項に変換し、現地通貨
ベースによる1人当たりGNIの比率といわれるGDP
デフレーターへ、GNI2005年をベースにしたPPP（米
ドル建て購買力平価）での1人当たり名目GNIの値
を使い、1人当たり実質GNIの成長率を使って、時
系列を構築する。
　公式なPPPは、定期的に様々な国々での品物とサ
ービスの数千に及ぶ価格を集計し、国際比較プロ
グラム（ICP）によって求められる。直近の集計は、
2005年に146か国をカバーしておこなわれた。世界
銀行は、米国に関連したインフレに基づくICP以外
の数年にわたって見積ってきた。世界銀行やIMF
のような国際機関は、ICP基準の観点から基準年を
決めているので、HDROもこれに従っている。
　2011年の所得の値を得ることは、IMF予測の
GDP成長率（定数項に基づいた）は、直近のGNI
値として適用する。IMF予測のGDP成長率は現地
通貨ベースかつ、PPPよりも一定価格で算出される。
これによって経済の実成長の影響とPPPの影響を混
在することが避けられる。
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不平等調整済み人間開発指数の算出

ステップ1　根底にある分布における不平等の測定
　IHDIはAtkinson（1970）の不平等指標系に基づ
き、ε＝11　の回避パラメータを設定する。1 この場
合、不平等指数はA＝1－ｇ/µ 、となる。ｇは幾何
平均、µは分布の算術平均であり以下の数式のよう
に表す。

　　　　Ax＝ 1－
n     X1 … Xn

X
 ⑴

　｛ X1 … , Xn ｝は対象とする次元における分布を
表し、Ax はそれぞれの変数（平均余命、平均就学
年数、1人当たり可処分所得または消費）2 に対して
得られる。
　「数式1」の幾何平均は0とはなりえない。平均就
学年数における不平等の算出に際しては、妥当性
をもつ統計上の数値に1がプラスされる。1人当たり
所得のアウトラーアー（平均分布から外れた数値）
に関しては、極めて高い所得の影響を排除するた
めに分布の上位0.5％にある数値を切り捨てるとと
もに、ゼロまたはマイナスの所得をプラスの所得だ
けで見た下位0.5％の最小値に置き換える。IHDIの
感度分析はKovacevic（2010）によった。

ステップ2　不平等算出のための次元指数の調整
　次元における平均達成度であるX

̶

は不平等算出の
ため、以下のように調整される。

X・（1－Ax）＝
n     X1 … Xn .

　このような形で、分布の幾何平均は、分布にお
ける不平等の度合いに従って平均値を引き下げる。
これにより分布の下位部分が強調されることになる。
　不平等調整済み次元指数は、HDIの各次元指標 
Ix に（1－Ax）を乗じることで得られる。Axは該当
するアトキンソン係数に対応する。

水準である（不平等度を反映した）。これに対し
HDIは、不平等が存在しない場合に達成されうる「潜
在的」な人間開発（つまり最大限のHDI水準）の指
数と見なされうる。不平等による潜在的人間開発の
「損失」はHDIとIHDIの格差によって示され、パー
センテージで表されうる。

データ源
　HDIは所得など国家レベルの総合統計に基づく
ため、IHDIは各次元における分布の本質を把握す
るため代替のデータ源を利用しなければならない。
それぞれの分布は、例えば、平均余命は仮想コー
ホートを超えて分布し、一方、就学年数や所得は
個人間にわたって分布する。
　HDIの各次元の分布における不平等は、以下の
ように推計される。
● 平均余命は、UNDESA（2011）の縮刷版生命表
データベースによる。その年齢区分は、0～ 1、1
～ 5、5～ 10……85＋となっており、各年齢層の
死亡率と平均死亡年齢が記載されている。

● 世帯調査のデータを用いた平均就学年数は、ル
クセンブルク所得研究所、欧州委員会統計局
（Eurostat）世界各国の国際所得分配データベー
ス、国連児童基金（UNICEF）の複数指標クラ
スター調査（MICS）、国際金融公社（IFC）のマ
クロ人口保険調査（DHS）、国連保険機構（WHO）
の健康調査、国連大学のWorld Income Inequal-
ity Database（WIID）といった国際的なデータ
ベースと調整している。

● 上記のデータベースを用いた可処分世帯所得や1
人当たり消費、あるいは国によっては所得データ
に基づき、欠損データは資産指数照合法に基づ
き代入される（Harttgen and Vollmer 2011）。
　2011年の不平等の推計に用いられるデータソー
スの完全詳細は、以下のウェブサイト（http://hdr.
undp.org/en/sttistics/ihdi/）を参照してほしい。
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IHDI＝3   （1－ALife）・（1－AEducation）・（1－AIncome）・HDI.

方法論と限界に関する注記

　IHDIは、副集団の一貫性を満たす指数に基づい
ている。これにより、社会のある特定集団内の人間
開発の分布（その他の集団における人間開発の一
貫性は保たれる）における向上または悪化が、人
間開発の総合指標の変化に反映されることになる。
また、この指数は経路独立性も備えている。すなわ
ち個人、集団、各次元のデータがどのような順序で
集成されても結果は同一となる。したがって、特定
の順序や単一のデータ源に頼る必要がない。このこ
とによって多数の国の推計が可能となる。
　IHDIの最大の短所は関連性感度をもたないこと
で、それ故不平等の重なりは捉えない。関連性感
度をもたせるためには、個々人に関する全データを
単一の調査から得る必要があるが、現時点におい
て、多くの国々でそれはできていない。

I*x＝（1－Ax）・Ix .

　不平等調整済み所得指数I*Incomeは、対数変換前
の国民総所得（GNI）指数IIncom*eである。これによ
りIHDIは、所得不平等の影響を完全に反映できる
ようになる。

ステップ3　不平等算出のための次元指数の調整
　IHDIは、不平等調整を加えた3つの次元指数の幾
何平均である。最初に、対数変換前の所得指数を
含むIHDI（IHDI*）が算出される。

IHDI * ＝  3     I*Life・I*Education・I*Income
＝

 3    （1－ALife）・ILife・（1－AEducation）・IEducation・（1－AIncome）・IIncome* .

　次に、対数返還前の所得指数に基づくHDI（HDI*）
が算出される。

HDI * ＝  3    ILife・IEducation・IIncome* .

　各次元での不平等によるHDI*の損失パーセンテ
ージは、次のように算出される。

Loss＝ 1－ IHDI *
HDI *

 ＝1－ 3   （1－ALife）・（1－AEducation）・（1－AIncome）.

　所得分布の不平等になる損失パーセンテージは、
平均所得およびその対数に関しても同一であるとの
仮定の上に、IHDIは次のように算出される。

IHDI＝ ( IHDI *
HDI * )・HDI

　これは次の数式と等しい。

ペルーの例

指標 次元指数 不平等
指数（A1)

不平等調整
済み指数

平均余命 74.0 0.852 0.148 （1‒0.148）・0.852
=0.728

平均就学年数 8.7  0.662
就学予測年数 12.9 0.717
教育指数 0.704 0.240 （1‒0.240）・0.704

=0.535
GNIの
自然対数

9.03 0.634

GNI 8,389 0.077 0.300 （1‒0.300）・0.077
=0.054

人間開発指数 不平等調整済み
人間開発指数

損失
割合

対数返還
前の所得
によるHDI

3   0.852・0.704・0.077
＝0.359

3   0.728・0.535・0.054
＝0.275

1‒0.275/0.359
＝0.232

HDI 3   0.852・0.704・0.634
＝0.725

（0.275/0.359）・0.725
＝0.557

注：数値は四捨五入後のもの
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ステップ1　ゼロおよび極端な数値の扱い
　幾何平均にはゼロという値がないので、最小値
はすべての複合指数になる。最小値は思春期出産
率、国会における女性の議席数の割合、中等教育
以上の達成、労働市場の参加率といったものの0.1
％とされる。国会の議員比率をゼロと報告している
国々は、0.1%として扱われる。幾何平均にはゼロの
値を用いることができず、このような国にも何らか
の女性の政治的影響力が存在する。妊産婦死亡率
が高くなれば、母性保健が乏しいということで、妊
産婦死亡率の最大値は、10万人の出生の当り死亡
が1000、最小値は10で切り捨てられている。それは、
妊産婦死亡率が1000を上回る国でも、母性保健を
作り上げ、サポートすることはできないという点で
は、10万人の出生で死亡が1から10という国でも、
実質的な達成レベルは同様で、ほとんど違いはない。

　GIIの感度分析はGaye et al.（2010）による。

ステップ2　幾何平均を用いてジェンダー集団別に
各次元を集成する

　幾何平均を用いてジェンダー集団別に各次元を
集成することは、GIIに関連性感度をもたせる意味
する（Seth 2009を参照）。
　成人および未成年女性に関して、数式は以下の
ようになる。

GF＝
 3  10

MMR・
1

AFR
1/2

・（PRF・SEF）1/2・LFPRF,

　成人および未成年男性に関して、数式は以下の
ようになる。

GM＝
3 

 1・（PRM・SEM）1/2・LFPRM・

　成人および未成年女性たちの集成のための公式
において、妊産婦死亡率0.1による測り直しは、妊
産婦死亡率の最小値10による切捨てを考慮に入れ
る必要がある。これは、人間開発報告書20113で紹

テクニカルノート3　
ジェンダー不平等指数の算出

　ジェンダー不平等指数（GII）は、妥当な質のデ
ータが得られることを条件に、できる限り多くの国
に関して、リプロダクティブ・ヘルス（性と生殖に
関する健康）、エンパワーメント、労働市場といっ
た3つの次元における女性の不利を映し出す。この
指数は、これら次元における男女の達成度の不平
等による人間関係の損出を示す。その値域は0～ 1
で、0は女性と男性が平等な状態にあること、1は女
性が全次元においてこの上なく劣っている状態に
あることを表す。
　GIIは、Seth（2009）が示した関連性感度をもつ
不平等測定を用いて算出される。GIIは一般化平均
の一般化平均に基づく――最初の集成は各次元の
幾何平均であり、これらは男女別に算出される。そ
して、次に調和平均を用いて総計する。

データ源
● 妊 産 婦 死 亡 率（MMR）：WHO、UNICEF、
UNFPA および世界銀行（2010）

● 15～ 19歳の女性1000人当たりの出生数（AFR）：
UNDESA（2011）

● 国会議席の男女比率（PR）：列国議会同盟の
Parline database（2011）

● 中等教育以上の履修（SE）： UNESCO統計研究
所の教育達成に関するデータ（http://stats.uis.
unesco.org/unesco/）を基にBarro  and  Lee
（2010b）が見積もったものをHDRO（2011）がア
ップデートした。

● 労働力市場参加率（LFPR）：ILO（2011）

ジェンダー不平等指数算出

　GIIの算出は5段階のステップによる。
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1－HARM（GF ,GM）
G F,  M

.
介された新たな修正である。

ステップ3　調和平均を用いて両ジェンダー集団を
集成する

　同等の分布をもつジェンダー指数を出すために、
女性と男性の指数を調和平均によって集成する。

HARM（GF , GM）＝［ (GF)－1＋(GM)－1

2 ］－1

・

　集団内の幾何平均の調和平均を用いることによ
り、女性と男性の不平等が捉えられ、各次元間の
関連性による調整が加えられる。

ステップ4　それぞれの指標の算術平均の幾何平均
を算出する

　不平等算出の参照標準は、女性と男性の指数を
同等の重みで集成する（つまり両ジェンダーを同等
に扱う）ことによって得られる。そして次に、各次
元の指標を集成する。

GF,M＝
3 

 Health・Empowerment・LFPR

where Health＝   10
MMR・

1
AFR＋1  /2,

Empowerment＝（ PRF・SEF＋ PRM・SEM）/2, and

LFPR＝ LFPRF＋LFPRM
2 .

　Healthは女性の指数と男性の指数が一致する平
均値と解釈するのではなく、妊産婦死亡者が少な
ければ、15-19歳の女性1000人あたりの出生数も少
なくなるという、リプロダクティブ・ヘルス指数に
向けて定められた基準の半位として解釈されなけ
ればならない。

ステップ5　ジェンダー不平等指数の算出
　同等の重みで算出されたジェンダー指数を参照
標準と比較することにより、GIIが算出される。

　上記の式を用いると、容易に以下の結果が求め
られる。

GF　0.134＝ 3    10
530・

1
73.5 0.229・0.243・0.719

GM　0.675＝ 3
 1・ 0.771・0.203・0.787

GF,M　0.492＝
3
 0.508・0.316・0.743

HARM（GF ,GM）　0.230＝［ 1
2（ 1

0.134＋
1

0.675）］－1

GII　1－（0.230/0.492）＝0.532.

テクニカルノート4　
多次元貧困指数の算出

　多次元貧困指数（MPI）は、個人レベルでの保健、
教育、生活水準における多重の欠乏を捉える。世
帯調査から得られるミクロ的データを用いるが、不
平等調整済み人間開発指数と異なり、指数を構成
するすべての指数は同一の調査によるものであるこ
とが必要となる。詳細は、Alkire and Santos（2010）
を参照。

保健 エンパワーメント 労働市場

妊産婦
死亡率

15-19歳の
女性1,000人
当たりの
出生率

議会への
代表参加

中等教育
以上の達成

労働市場
への参加率

女性 530 73.5 0.229 0.243 0.719
男性 na na 0.771 0.203 0.787

F＋M
2

（ 10530）・（ 1
73.5）＋1
2

＝0.508

0.229・0.243＋  0.771・0.203
2

＝0.316

0.719+0.787
2

＝0.743

レソトの事例
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H＝
q
n

　qは多次元貧困にある人々の数、nは総人口であ
る。
　貧困の強度Aは、重み付けされた構成指標dの割
合、すなわち貧しい人々が直面している欠乏の平
均値である。貧困世帯のみを対象に貧困指標の合
計を算出し、それを指標の総数と貧困人口の総数
で割る。

A＝
∑ 1

qc
q ,

　cは貧しい人々が直面している貧困指標

方法論

　対象とする個人の各々について、その世帯の欠
乏の状態を10の構成指標ごとにスケール評価する。
スケールは100％を最大値とし、各々の次元は同等
の重み付けをされる。（したがって各次元の最大値
は33.3％となる）。教育と保健は、それぞれ2つの指
標があるので、各指標の重みは5/3（16.7％）となる。
生活水準には6つの指標があり、各指標の重みは
5/9（5.6％）となる。
　判別基準は以下の通り。
● 教育：家族の中に、5年の学校教育を修了した者
がいないこと、学校に通っていない学齢児童（8
年生まで）が少なくとも1人いる。

● 保健：少なくとも家族の1人が栄養失調で、1人
以上の子供が死んでいる。
　生活水準：電気がないこと、安全な飲み水への
アクセスがないこと、十分な衛生設備がないこと、
「不潔」な炊事用燃料（家畜糞、薪、炭）を使って
いること、土間の家に住んでいること、乗用車やト
ラックなどの自動車をもたず、かつ自転車、オート
バイ、ラジオ、冷蔵庫、電話、テレビといった資産
のうち1つしか所有していない。
　多次元貧困を見分けるために、各世帯の貧困指
標の合計から世帯欠乏度 c が算出される。貧困と
非貧困を識別する基準点は33.3％、すなわち加重指
標の1/3である。 c が33.3%以上の世帯（その中の
すべての人）が多重貧困となる。またｃが20％かそ
れ以上33.3%以下にある世帯は、多次元貧困の危機
に直面している。さらに貧困指標が50％以上ならば、
それは厳しい多次元貧困の危機に直面しているこ
とになる。
　MPIは2つの指標から導き出される。多次元貧困
人口比率と貧困の強さ（あるいは範囲）である。
　多次元貧困人口率Hは、多次元貧困にある人々
が人口全体に占める割合である。

　世帯1における貧困の重み付けされた総数は

1・5
3 ＋ 1・5

9 ＝2.22 ,

仮想データを用いた事例
世帯

指数 1 2 3 4 加重
世帯規模 4 7 5 4

教育
誰も５年の就学を達成して
いない 0 1 0 1 5/3あるいは16.7％

少なくとも１人就学年齢に
達した子どもが学校に在籍
していない

0 1 0 0 5/3あるいは16.7％

保健
世帯の１人以上栄養失調で
ある 0 0 1 0 5/3あるいは16.7％

１人以上の子どもが死亡 1 1 0 1 5/3あるいは16.7％

生活水準
電気がない 0 1 1 1 5/9あるいは5.6％
清浄な飲料水がない 0 0 1 0 5/9あるいは5.6％
衛生設備が十分でない 0 1 1 0 5/9あるいは5.6％
床は土間 0 0 0 0 5/9あるいは5.6％
家事に「低質燃料」（糞、薪、
木炭） 1 1 1 1 5/9あるいは5.6％

家庭には自動車はなく、多
くとも１台の自転車、バイ
ク、ラジオ、冷蔵庫、電話、
テレビがある

0 1 0 1 5/9あるいは5.6％

結果
世帯貧困スコアはc（各貧困
の総計は加重値で割った） 22.2% 72.2% 38.9% 50.0%

世帯は貧乏か（c＞33.3%） いいえ はい はい はい
注）１は指標として貧困を指し０は貧困ではない
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　これは、剥奪指数2.22/10＝0.222あるいは、22.2
％と同じである。

人口比率（H）＝

7＋5＋4
4＋7＋5＋4 ＝0.800

　（全体の80％の人々が貧困世帯に暮らしている）

貧困の強度（A）＝

（7.22/10・7）＋（3.89/10・5）＋（5.00/10・4）
（7＋5＋4） ＝0.5625

　（平均的な貧困者は、加重指数の56％を奪われて
いる）

MPI＝H・A＝ 0.450

１　 不平等回避パラメータは、低水準の達成が過大な重みをもち、高水準の達
成が過小な重みをもつ度合いに対応する。

２　 Aは調査の重みを用いて調査データから推計される。

　 Âx＝1－ X1
w …Xn

w

∑1
n wi Xi

, where   ∑1
nwi＝ 1. 

　 また一方、簡単にするため、さらには一般性の喪失がないように、方程式
１は、アトキンソ尺度を用いた。

３　 1995-2011にわたって5年ごとに一貫したデータと方法で算出されたGIIの動向
は、http://hdr.undp.org/en/statistics/giiのサイトで参照。

注記
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アラブ諸国（20の国と値域）
アラブ首長国連邦、アルジェリア、イエメン、イラク、エジプト、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビ
ア、ジブチ、シリア、スーダン、ソマリア、チュニジア、バーレーン、パレスチナ占領地域、モロッコ、ヨルダン、
リビア、レバノン

東アジアおよび太平洋諸国（24か国）
インドネシア、カンボジア、北朝鮮、キリバス、サモア、ソロモン諸島、タイ、中国、ツバル、トンガ、ナウル、バ
ヌアツ、パプアニューギニア、パラオ、東ティモール、フィジー、フィリピン、ベトナム、マーシャル諸島、マレー
シア、ミクロネシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス

欧州および中央アジア（30か国）
アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キプロス、
キルギス、クロアチア、グルジア、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、
トルコ、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア（旧ユーゴス
ラビア）、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ロシア

ラテンアメリカ・カリブ海諸国（33か国）
アルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、グア
テマラ、グレナダ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントクリストファー・ネーヴィス、セント
ビンセント・グレナディーン諸島、セントルシア、チリ、ドミニカ共和国、ドミニカ国、トリニダードトバゴ、ニカ
ラグア、ハイチ、パナマ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、
ホンジュラス、メキシコ

南アジア（９か国）
アフガニスタン、イラン、インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、ブータン、モルディブ

サハラ以南アフリカ（45か国）
アンゴラ、ウガンダ、エチオピア、エリトリア、ガーナ、カーボヴェルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、
ギニアビサウ、ケニア、コートジボワール、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ、ザ
ンビア、シエラレオネ、ジンバブエ、スワジランド、セーシェル、赤道ギニア、セネガル、タンザニア、チャド、中央
アフリカ、トーゴ、ナイジェリア、ナミビア、ニジェール、ブルキナファソ、ブルンジ、ベナン、ボツワナ、マダガ
スカル、マラウイ、マリ、南アフリカ、モーリシャス、モーリタニア、モザンビーク、リベリア、ルアンダ、レソト

注：ここであげた国は国連の分類による後開発発展途上国（LDCs）及び小島嶼開発途上国の総計が含まれる。これは以下のhttp://www.unohrlls.org/参照。
さらに、HDROでは、バーレーン、バルバドス、およびシンガポールを小島嶼開発途上国として総計に加えていない。
1．欧州および中央アジアのかつて社会主義国だった国々は、キプロスやトルコのように1989－1991に政治的にも経済的にも体制が変わった。

領域

209統計関連参考文献

統計関連参考文献
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アイスランド 14　 ↓　 －1
アイルランド 7
アゼルバイジャン 91
アフガニスタン 172
アラブ首長国連邦　　 30
アルジェリア　　　　 96
アルゼンチン　　　 45　 ↑　 1
アルバニア　　　　 70　 ↑　　 1
アルメニア　　　　　 86　　
アンゴラ　　　　　　 148
アンティグア・バーブーダ 60　 ↑　　 1
アンドラ　　　　　　　 32
イエメン　　　　　　　 154
イスラエル　　　　　　　 17
イタリア　　　　　　　　 24
イラク　　　　　　　　 132
イラン　　　　　　　　 88　 ↓ －1
インド　　　　　　　　 134
インドネシア　　　　　 124 ↑ 1
ウガンダ　　　　　　　 161
ウクライナ　　　　　　 76 ↑ 3
ウズベキスタン　　　 115
ウルグアイ　　　　　　 48 
英国　　　　　　　　　 28
エクアドル　　　　　　 83
エジプト　　　　　　 113 ↓ －1
エストニア　　　　 34
エチオピア　　　　　 174
エリトリア　　　　　 177
エルサルバドル　　　 105
オーストラリア　　　　 2
オーストリア　　　　　 19
オマーン　　　　　　　　 89
オランダ　　　　　　　　 3
ガーナ　　　　　　　　 135 ↑ 1
カーボヴェルデ　　　　 133
ガイアナ　　　　　　　 117 ↑ 2
カザフスタン　　　　 68 ↑ 1
カタール　　　　　　 37
カナダ　　　　　　　　 6
ガボン　　　　　　 106
カメルーン　　　　 150 ↑ 1
ガンビア　　　　　　　 168
カンボジア　　　　　　 139 ↑ 2
ギニア　　　　　　　　 178
ギニアビサウ　　　　　 176
キプロス　　　　　　　 31
キューバ　　　　　　　 51
ギリシャ　　　　　　　 29
キリバス　　　　　　 122
キルギス　　　　 126
グアテマラ　　　　　　 131
クウェート　　　　 63 ↓ －1
グルジア　　　　　 75
グレナダ　　　　　 67
クロアチア　　　　 46　 ↓ －1
ケニア　　　　　　　 143 ↑ 1
コートジボワール　　 170
コスタリカ　　　　 69　 ↓ －1
コモロ　　　　　　　 163
コロンビア　　　 87　 ↑ 1
コンゴ共和国　　　 137
コンゴ民主共和国　　　 187

サウジアラビア　　 56　 ↑ 2
サモア　　　　　　　 99
サントメ・プリンシペ　　 144 ↓ －1
ザンビア　　　　　　　 164 ↑ 1
シエラレオネ　　　　　 180
ジブチ　　　　　　 165 ↓ －1
ジャマイカ　　　　　　 79 ↓ －1
シリア　　　　　　　 119 ↓ －1
シンガポール　　　　　 26
ジンバブエ　　　　　 173
スーダン　　　　　　 169
スイス　　　　　　　　　 11
スウェーデン　　　　　 10
スペイン　　　　　　　 23
スリナム　　　　　　 104
スリランカ　　　　　　 97　 ↑ 1
スロバキア　　　　　　 35
スロベニア　　　　　　 21
スワジランド　　　 140 ↓ －2
セーシェル　　　　　 52
赤道ギニア　　　　　 136 ↓ －1
セネガル　　　　　 155
セルビア　　　　　 59　 ↑ 1
セントクリストファー・ネーヴィス 72
セントビンセント・グレナディーン  85　 ↓ －1
セントルシア　　　　　 82
ソロモン諸島　　　　 142
タイ　　　　　　　　　 103
韓国　　　　　　 15
タジキスタン　　　 127
タンザニア　　　　　 152　 ↑ 1
チェコ　　　　　　　　 27
チャド　　　　　 183　 ↓ －1
中央アフリカ　　　 179
中国　　　　　　　　 101
チュニジア　　　　　 94       ↓ －1
チリ　　　　　　　　 44　　
デンマーク　　　　 16
トーゴ　　　　　　　 162
ドイツ　　　　　　　 9
ドミニカ国　　　　　 81 ↓ －1
ドミニカ共和国　　　　 98 ↑ 2
トリニダード・トバゴ　 62 ↑ 1
トルクメニスタン　 102
トルコ　　　　　　　 92 ↑ 3
トンガ　　　　　　　　 90
ナイジェリア　　　　 156 ↑ 1
ナミビア　　　　　　　 120 ↑ 1
ニカラグア　　　　　 129
ニジェール　　　　　 186
日本　　　　　　　　 12
ニュージーランド　　　　 5
ネパール　　　　　　　 157 ↓ －1
ノルウェー　　　　　　 1
バーレーン　　　　　　 42
ハイチ　　　　　　　 158 ↑ 1
パキスタン　　　　　 145
パナマ　　　　 58　 ↑ 1
バヌアツ　　　　　 125 ↓ －2
バハマ　　　　　　　 53
パプアニューギニア　 153 ↓ －1
パラオ　　　　　　 49
パラグアイ　　 107 

バルバドス　　　　　 47
パレスチナ占領地域　　 114
ハンガリー　　　　　　　 38
バングラデシュ　　　　　 146
東ティモール　　　　　 147
ブータン　　　　　　　 141
フィジー　　　　　 100 ↓ －3
フィリピン　　　　 112 ↑ 1
フィンランド　　　　　 22
ブラジル　　　　　　 84　 ↑ 1
フランス　　　　　　　 20
ブルガリア　　　　　　 55　 ↑ 1
ブルキナファソ　　　　 181
ブルネイ　　　　　　 33
ブルンジ　　　　　　 185
米国　　　　　　　　 4
ベトナム　　　　　　 128
ベナン　　　　　　 167
ベネズエラ　　　　　　 73
ベラルーシ　　　　　 65
ベリーズ　　　　　 93　 ↓　 －1
ペルー　　　　 80　 ↑　 1
ベルギー　　　　　　 18
ポーランド　　　　 39
ボスニア・ヘルツェゴビナ 74
ボツワナ　　　　　　　 118 ↓ －1
ボリビア　　　　　 108
ポルトガル　　　 41 ↓ －1
香港　　　　　　　 13 ↑ 1
ホンジュラス　　　　 121 ↓ －1
マケドニア（旧ユーゴスラビア） 78 ↓ －2
マダガスカル　　　　 151 ↓ －2
マラウイ　　　　　　 171
マリ　　　　　　　 175
マルタ　　　　　　 36
マレーシア　　　　 61　 ↑ 3
ミクロネシア　　　 116
南アフリカ　　　　 123　 ↑　 1
ミャンマー　　　 149　 ↑　 1
メキシコ　　　　　 57
モーリシャス　　　　 77
モーリタニア　　　　 159   ↓   －1
モザンビーク　　　 184
モルディブ　　　　 109
モルドバ　　　　　 111
モロッコ　　　　　 130
モンゴル　　　　　　　 110
モンテネグロ　　　　 54 ↑ 1
ヨルダン　　　　 95 ↓ －1
ラオス　　　　　　 138 ↑ 1
ラトビア　　　　　　 43
リトアニア　　　　　 40　 ↑ 1
リビア　　　 64　 ↓  －10
リヒテンシュタイン 8
リベリア　　　 182 ↑ 1
ルーマニア 50
ルクセンブルク　 25
ルワンダ　　　　　　 166
レソト　　　　　 160
レバノン　　　 71　 ↓ －1
ロシア　　　　　　　 66

注）矢印は、一貫したデータと方法を用い、2010年から2011年にかけての国々の順位の上がり下がりを示し、空欄の箇所は変化がなかったことを示している。
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グローバル版、地域版、国別人間開発報告書

グローバル版『人間開発報告書』
各年版『人間開発報告書』は、開発に関する問題、傾向、進歩、さらには政策に関する客観的かつ経験に基づいた分析と
して、国連開発計画（UNDP）によって1990年から刊行されています。また2011年版の報告書に関する資料、および
それ以前の『人間開発報告書』の全てのテキストと概要は、国連の主要言語に翻訳され、無償でインターネット（http:// 
hdr.undp.org）から入手できます。さらに、『人間開発報告書』に関連した、統計指標をはじめ、データツール、インタラ
クティブマップ、各国の状況報告書も同様に入手できます。

地域別『人間開発報告書』
UNDPの地域事務所から支援を得て、過去20年以上にわたって地域に焦点を当てた40以上の独自編集の『人間開発
報告書』も刊行されています。しばしば挑発的な分析、政策による権利擁護から、これらの地域的『人間開発報告書』は
人権擁護やアラブ諸国における女性のエンパワーメント、アジア・太平洋地域における汚職、中央ヨーロッパにおけるロ
マ族や他の少数民族の処遇、さらにはラテンアメリカ・カリブ海諸国における富の分配の不公平といった重要な問題を分
析しています。

国別『人間開発報告書』
1992年、初めての国別『人間開発報告書』を刊行して以来、UNDPの支援を受けた各国の編集チームによって140か
国以上で作成されています。これまで650以上も刊行されているこれらの『人間開発報告書』は、各地域で行われてい
る協議と研究を通して、国政に人間開発という視点をもたらしています。国別『人間開発報告書』は頻繁にジェンダー、
民族性、あるいは不平等さを認識する一助となる農村対都市という区分、進歩の度合いに焦点を当て、潜在的対立など
の前兆をいち早く見つけています。というのも、これら国の要望や見通しに立脚しているので、国別『人間開発報告書』は
ミレニアム開発目標やその他の人間開発に関する優先事項達成のための戦略を含め、国の政策に大きな影響を持つこと
になりました。 

『人間開発報告書』についての、英文での詳細は、http://hdr.undp.orgをご参照ください。

また、『人間開発報告書2007/2008』、『人間開発報告書2009』ならびに『人間開発報告書2010』日本語版は、㈱阪急コミュニケーショ
ンズから発売されています（お問合せ：03-5436-5721　ホームページ：http://hankyu-com.co.jp）なお、1994年～2006年までの
『人間開発報告書』日本語版のご購入については、UNDP東京事務所（03-5467-4751）までお問い合わせください。参考資料を含む、
国別、地域別『人間開発報告書』に関して、詳細をお知りになりたい方は、http://hdr.undp.org/en/nhdrをご参照ください。

1990－2009年にかけての人間開発報告書

1990　 人間開発の概念と測定
1991　 人間開発と財政
1992　 人間開発の地球的側面
1993　 人々の社会参加
1994　 「人間の安全保障」の新しい側面
1995　 ジェンダーと人間開発
1996　 経済成長と人間開発
1997　 貧困と人間開発：貧困撲滅のための人間開発
1998　 消費パターンと人間開発：人間開発に資する消費とは
1999　 グローバリゼーションと人間開発：
 人間の顔をしたグローバリゼーション　　
2000　 人権と人間開発：自由と連帯を目指して
2001　 新技術と人間開発：新技術を人間開発に役立てる

2002　 ガバナンスと人間開発：モザイク模様の世界に
 民主主義を深める
2003　 人間開発報告書―ミレニアム開発目標（MDGs）達成に向けて
2004　 人間開発報告書―この多様な世界で文化の自由を
2005　 人間開発報告書―岐路に立つ国際協力：
 不平等な世界での援助、貿易、安全保障
2006　 人間開発報告書―水危機神話を越えて：
 水資源をめぐり権力闘争と貧困、グローバルな課題
2007/2008  
 人間開発報告書―気候変動との戦い：
 分断された世界で試される人類の団結
2009　人間開発報告書―障壁を乗り越えて：人間の移動と開発
2010   人間開発報告書―国家の真の豊かさ：人間開発への道筋


